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福岡県不動産会館が運営する会員支援事業

ふれんず宅建
レンタキャプティブ

～ 匿名組合員募集ガイド ～

株式会社福岡県不動産会館
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　『ふれんず宅建レンタキャプティブ』とは、会員のみなさまが提携保険会社であるあいおいニッセイ同和損害保険㈱（以下「あい

おい損保」）と損害保険代理店委託契約を締結し、さらに「匿名組合員」となった上で賃貸住宅入居者向け家財保険「ハイパー家財」

を販売することにより、通常の代理店手数料とは別に分配金が受け取れるシステムです。

　㈱福岡県不動産会館（以下「当社」）では、平成17年の保険業法改正に伴い、それまで運営していた「ふれんず宅建共済」の廃止を

決定した後、平成18年8月より、富士火災（当時）との宅建総代理店制度において、賃貸住宅総合保険「ライフパートナーα」（当時）
を対象とする『ふれんず宅建レンタキャプティブ』システムをスタートさせました。

　レンタキャプティブとは、当社が日本国外の再保険会社の配当優先株を購入し、セル（小部屋）を借り受けて保険業務の一部を運

営するというものです。再保険事業運営に伴う当社のリスクは、さらに再々保険会社と再々保険契約を締結することにより回避さ

れています。

　具体的には、賃貸住宅入居者向け家財保険「ハイパー家財」の元受保険会社となるあいおい損保が、元受保険料の一定割合を再保

険会社（セル）に出再し、さらにセルが再々保険契約を締結することにより、再保険金の支払いをカバーする、という仕組みです。こ

の際の出再に要する再々保険料の料率は、再々保険会社との交渉で決定することになりますが、交渉時の重要な一要素として、年

間の損害率が挙げられます。損害率を低率に抑制することで、発生する収益を当社が事業母体となる「匿名組合」が配当金として受

領し、その配当金を匿名組合員となった会員代理店へ、キャプティブ利益として分配するものです。

　なお、このレンタキャプティブスキームにおける匿名組合の組合員はレンタキャプティブ匿名組合契約の締結時に1,000円の

出資が必要となるため、集団投資スキームとして位置づけられています。したがいまして、当社は金融商品取引法に基づき第二種

金融商品取引業者として登録し、事業を運営しています。

入居者（ハイパー家財契約者） 

宅建連携スキーム制度提携会員

（あいおいニッセイ同和損害保険㈱）

　『ふれんず宅建レンタキャプティブ』の事業年度は 7 月となっており、毎年 8 月 1 日から翌年 7 月 31 日までのあいおい

ニッセイ同和損害保険株式会社を元受保険会社とする賃貸住宅入居者向け家財保険『ハイパー家財』の出再対象保険料に基づい

て、組合員への分配率および分配金が決定されることになっています。 

※第13期までは元請保険会社はAIG損保です。


